
会員へのお知らせ

学会会員　殿
令和 7 年度　優秀論文賞（Best Scientific Paper of the Year）公募について

　学会賞の一つとして「優秀論文賞」の選考を行います．本賞は特に優れた論文を筆頭著者として発表した
産婦人科専門医に対して授与するものです．若手産婦人科医が忙しい診療の中で，産婦人科学の発展に寄
与する研究成果を出したことに対して賞賛を送るもので，産婦人科医の研究活動の奨励を図ることを目的
としています．その選考は「周産期医学」「婦人科腫瘍学」「生殖医学」「女性のヘルスケア」の 4 部門について
行い，原則として 1 部門 1 名に本賞を授与します．ただし，受賞に値する論文が同一部門で複数ある場合
は，1 部門 2 名まで選考することがあります．本賞受賞に値すると考えられる論文の筆頭著者は，下記の
要領に従って応募してください．

【応募要領】
1．選考対象論文
　選考対象となる論文は，以下の 3 点をすべて満たす論文とする．研究が行われた機関は問わない．

1）産婦人科学に関連する臨床的研究または基礎的研究の成果を発表する原著論文であること
2）以下の基準を満たす者が筆頭著者であること

・  診療活動に現に従事している産婦人科専門医（ただし，今年度は 2016 年 10 月 1 日以降に初めて
専門医を取得した者に限る）

3）  2025 年 1 月 1 日から 2025 年 12 月 31 日の間に学術雑誌（電子ジャーナルを含む）に掲載された論文
（掲載予定論文は含まない）であること

［注］ i）   「電子ジャーナル」とは，印刷された冊子体を発行せず，Web 上でのみ論文が公表される学術雑誌
をさす（例えば JOGR 誌）．

 ii）   当該論文に固有に付される年号が確定している論文のみ応募を受け付ける．巻（号）・ページ・発
行年等がすべては確定していない段階で Web 上に公表される，いわゆる「迅速オンライン掲載」
の段階での応募は認めない．

 iii） 同一申請者（筆頭著者）が応募できる論文は 1 編のみとする．
2．応募時必要書類

1）申請書（書式 1）
2）選考希望論文の別刷（コピー可）
3）申請者（筆頭著者）の産婦人科専門医認定証コピー

3．応募方法
　申請書（書式 1）を学会ホームページよりダウンロードし，上記の応募時必要書類とともにオンラインシ
ステムよりアップロードして提出のこと
4．応募期間
　2025 年 12 月 5 日～2026 年１月 9 日（必着）

2025 年 7 月

公益社団法人日本産科婦人科学会
理事長　万代　昌紀
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「日本産科婦人科学会優秀論文賞規定」

第 1 条
本規定は「日本産科婦人科学会優秀論文賞」（以下「優秀論文賞」という）に関して，必要な事項を定めるもの
である．
第 2 条
優秀論文賞は，優れた論文を筆頭著者として発表した産婦人科専門医に対して授与するものであり，若手
産婦人科医による優秀な研究を奨励し，産婦人科学の発展に寄与することを目的とする．
第 3 条
優秀論文賞は，優秀論文賞予備選考委員会による予備選考の後，学術委員会において選考する．学術委員
長は理事会に選考結果を報告する．その後，日本産科婦人科学会定款・定款施行細則の定めにしたがい，
決定する．
第 4 条
理事長は，受賞論文を定めた後最初に開かれる総会において，受賞論文の筆頭著者に優秀論文賞として賞
状および副賞 10 万円を授与する．
第 5 条
受賞論文の筆頭著者には，受賞論文を定めた後最初に開かれる学術集会において，受賞論文の内容を発表
する機会が与えられる．その際，共著者は必ずしも本学会会員である必要はない．
第 6 条
優秀論文賞の選考に関して必要な事項は「日本産科婦人科学会優秀論文賞選考に関する内規」に定める．
第 7 条
本規定の改廃は，理事会の議を経て行う．
付則
本規定は，平成 21 年 4 月 2 日から施行する．

「日本産科婦人科学会優秀論文賞選考に関する内規」
1）選考対象論文
　以下の 3 点をすべて満たす論文とする．研究が行われた機関は問わない．
　（1）  産婦人科学に関連する臨床的研究または基礎的研究の成果を発表する原著論文であること
　（2）  診療活動に現に従事している産婦人科専門医（ただし，応募を行う時点で専門医取得後 10 年未満で

あること）が筆頭著者であること
　（3）  応募期間の最終期日の前年（1 月 1 日から 12 月 31 日）に学術雑誌（電子ジャーナルを含む）に掲載さ

れた論文（掲載予定論文は含まない）であること
［注］ i）   「電子ジャーナル」とは，印刷された冊子体を発行せず，Web 上でのみ論文が公表される学術雑誌

をさす．
 ii）   当該論文に固有に付される年号が確定している論文のみ応募を受け付ける．巻（号）・ページ・発

行年等がすべては確定していない段階で Web 上に公表される，いわゆる「迅速オンライン掲載」
の段階での応募は認めない．

2）選考
　4 部門について行い，各部門 1 論文を選考する．受賞に値する論文がない場合は選出しない．また，受
賞に値する論文が同一部門で複数ある場合は 1 部門 2 論文まで選考できる．選考にあたっては，産婦人科
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学の発展に寄与する優れた研究であることを重んじて選考を行う．また，国内機関で行われた研究をより
高く評価する．
3）選考方法
　（1）筆頭著者による応募

　別掲の書式による申請書（書式 1）および選考希望論文の別刷（コピー可）を，自らの産婦人科専門
医認定証コピーとともに理事長に提出することで行う．応募期間は毎年 12 月中旬から翌年 1 月中旬

（必着）とし，具体的応募期間はその約 6 か月前に開催される学術委員会で決定する．なお，同一筆
頭著者が応募できる論文は 1 編のみとする．

　（2）予備選考
　応募締切り後，可及的速やかに予備選考を行う．予備選考は，優秀論文賞第一次予備選考部門別
委員会（以下「第一次予備選考委員会」という）による第一次予備選考，優秀論文賞第二次予備選考委
員会（以下「第二次予備選考委員会」という）による第二次予備選考からなる．予備選考は以下の（3）お
よび（4）の通り行うが，その具体的手順は別に定める．

　（3）第一次予備選考
　各部門の第一次予備選考委員会の委員長は，学術委員長が学術委員から選出し委嘱する．ただし，
応募されたいずれかの論文に直接関連する者を委員長として選出することはできない．第一次予備
選考委員会の委員は，学術委員長が学術委員および本会会員の学識経験者から選出し委嘱する．委
員は 4 部門原則各 5 名（各部門の第一次予備選考委員会委員長を含まない）とする．応募されたいず
れかの論文に直接関連する者でも委員（委員長を除く）として選出することができるが，第一次予備
選考においてその委員は自らが直接関連する論文の評価は行わないものとする．なお，第一次予備
選考は部門ごとに通信で行う．

　（4）第二次予備選考
　第一次予備選考の結果を受けて，毎年 2 月頃に開かれる学術委員会の前に，第二次予備選考委員
会を開催して，第二次予備選考を行う．第二次予備選考委員会は委員長 1 名，委員 4 名より構成さ
れる．委員長は学術委員長が担当する．委員は原則 4 部門の第一次予備選考委員会委員長とする．
第二次予備選考委員会委員長は，毎年 2 月頃に開かれる学術委員会に予備選考の結果を報告する．
その際，全応募論文の筆頭著者名，所属施設名，論文題名，掲載誌名，第一次予備選考における順
位などを記載した一覧表を部門別に提示する．

　（5）学術委員会における選考
　学術委員会において受賞候補論文を最終選考する．第二次予備選考委員会から報告された各受賞
候補論文を出席委員（学術委員長，論文の共著者・筆頭著者と同一施設に所属する者を除く）の過半
数が承認した場合，理事会に答申する受賞候補論文とする．
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